
市
で
は
、
昨
年
度
に
「
長
門
市
中
期
財
政
見
通
し
」
を
作
成
し
、
財
政
の
健
全

化
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
が
、
計
画
的
な
行
政
運
営
を
進
め
る
た
め
に
は
、
こ
の

財
政
収
支
を
毎
年
見
直
す
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
財
政
状
況
を
分

析
す
る
こ
と
で
課
題
を
明
確
に
し
、
平
成
19
年
度
か
ら
平
成
23
年
度
ま
で
の
「
長

門
市
中
期
財
政
見
通
し
（
平
成
19
年
度
改
定
版
）」
を
作
成
し
ま
し
た
。

長
門
市
の
財
政
状
況
は
？

市
税
や
地
方
交
付
税
（
※
１
）
な
ど
の
減
少
と

と
も
に
、
人
口
の
減
少
や
少
子
高
齢
化
が
急

速
に
進
展
す
る
な
ど
、
本
市
を
取
り
巻
く
財

政
環
境
は
依
然
と
し
て
厳
し
い
状
況
に
あ
り

ま
す
。
こ
う
し
た
時
代
の
変
化
に
柔
軟
に
対

応
す
る
た
め
に
は
、
健
全
で
持
続
可
能
な
財

政
運
営
が
必
要
で
あ
り
「
将
来
を
見
据
え
た

財
政
基
盤
の
確
立
」
が
緊
急
か
つ
重
要
な
課

題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

長
門
市
中
期
財
政
見
通
し
を
改
定

財
政
基
盤
の
確
立
に
あ
た
っ
て
は
、
次
年

度
の
財
政
収
支
だ
け
で
な
く
、
５
年
程
度
の

中
期
的
な
視
点
か
ら
財
政
収
支
の
見
通
し
を

行
い
、
次
年
度
の
予
算
編
成
に
取
り
組
む
必

要
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
昨
年
度
に
作
成
し
た
「
長
門
市
中

期
財
政
見
通
し
」
を
見
直
し
、
本
年
10
月
、
平

成
19
年
度
の
改
定
版
を
作
成
し
ま
し
た
。

こ
の
中
期
財
政
見
通
し
で
は
、
ま
ず
合
併

後
の
財
政
状
況
を
分
析
し
、
国
が
進
め
る
地

方
財
政
制
度
改
革
の
現
状
を
踏
ま
え
、
市
財

政
と
し
て
の
課
題
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

何
が
課
題
な
の
？

具
体
的
な
課
題
は
３
つ
考
え
ら
れ
ま
す
。

①
一
般
財
源
が
年
々
減
少
し
て
い
る
中
、
歳

出
総
額
は
依
然
と
し
て
高
い
水
準
を
示
し

て
い
ま
す

平
成
17
年
度
決
算
に
お
け
る
長
門
市
と

類
似
団
体
（
※
２
）
の
歳
出
総
額
・
性
質
別

を
比
較
す
る
と
、
類
似
団
体
で
は
、
長
門

市
よ
り
も
少
な
い
歳
出
で
行
財
政
運
営
が

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

②
積
み
上
げ
型
の
予
算
編
成
方
式
で
は
財
政

健
全
化
に
向
け
た
取
り
組
み
が
困
難
に
な

っ
て
い
ま
す

身
の
丈
に
あ
っ
た
財
政
規
模
に

長
門
市
中
期
財
政
見
通
し
（
平
成
19
年
度
改
訂
版
）
を
作
成

※
１
地
方
交
付
税

標
準
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
の

実
施
に
あ
た
り
、
一
般
財
源
が
不
足
す
る
地
方

公
共
団
体
に
交
付
さ
れ
る
も
の
。

※
２
類
似
団
体

総
務
省
に
お
い
て
、
全
国
の
市

町
村
を
人
口
お
よ
び
産
業
構
造
に
よ
り
分
類
し
、

同
じ
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
団
体
。

※
３
義
務
的
経
費

人
件
費
、
扶
助
費
、
公
債
費

の
合
計
。

※
４
投
資
的
経
費

普
通
建
設
、
災
害
復
旧
等
の

事
業
費
の
合
計
。

※
５
市
債

市
が
事
業
等
の
財
源
と
す
る
借
金
で
、

借
入
れ
期
間
が
１
会
計
年
度
を
超
え
る
も
の
。

※
６
公
債
費

市
が
借
入
れ
た
地
方
債
（
市
債
）

の
元
金
お
よ
び
利
子
の
償
還
費
。

※
７
標
準
財
政
規
模

市
が
標
準
的
な
状
態
で
収

入
で
き
る
で
あ
ろ
う
経
常
一
般
財
源
（
毎
年
度
、

継
続
的
に
収
入
さ
れ
る
使
い
み
ち
に
制
限
が
な

い
収
入
）
の
規
模
を
示
す
も
の
。

用
語
の
説
明

③
行
政
組
織
の
再
構
築
に
よ
る
適
正
な
定
員

管
理
は
財
政
健
全
化
に
大
き
な
影
響
が
あ

り
ま
す

歳
出
の
性
質
別
構
造
を
見
て
も
、
人
件

費
が
占
め
る
割
合
は
大
き
い
も
の
が
あ
り

ま
す
。
歳
入
の
増
加
が
期
待
で
き
な
い
現

状
で
は
、
職
員
数
の
削
減
に
よ
る
総
人
件

費
の
抑
制
が
財
政
健
全
化
の
課
題
と
な
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
投
資
的
経
費
の
抑
制

も
課
題
と
な
る
こ
と
か
ら
、
各
部
門
の
あ

る
べ
き
姿
と
事
務
事
業
量
を
適
切
に
把
握

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

財
政
収
支
の
見
通
し
は
？

財
政
収
支
の
試
算
に
あ
た
っ
て
は
、
普
通

会
計
を
対
象
と
し
、
平
成
19
年
度
か
ら
平
成

23
年
度
ま
で
の
財
政
見
通
し
と
し
て
い
ま
す
。

歳
出
で
は
、
平
成
19
年
度
が
約
206
億
円
の

見
込
み
で
あ
り
、
平
成
20
年
度
の
歳
出
規
模

は
約
196
億
円
に
抑
制
さ
れ
る
見
込
み
で
す
が
、

平
成
21
年
度
以
降
は
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

な
お
、
平
成
21
年
度
ま
で
は
、
予
算
総
額

の
縮
小
や
基
金
の
取
崩
し
に
よ
る
対
応
が
で

き
る
と
推
測
で
き
ま
す
が
、
平
成
22
年
度
以

降
は
大
幅
な
削
減
対
策
を
図
ら
な
け
れ
ば
、

財
政
運
営
は
困
難
な
状
況
に
あ
り
、
早
急
に

対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

現
行
の
予
算
編
成
方
式
は
、
事
業
部
局

の
予
算
要
求
を
財
政
部
局
が
個
別
に
精
査

し
て
査
定
額
を
積
み
上
げ
、
そ
の
結
果
が

全
体
の
予
算
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

最
近
の
厳
し
い
財
政
状
況
に
お
い
て
は
、

限
ら
れ
た
財
源
の
枠
内
で
予
算
編
成
を
す

る
と
い
う
、
発
想
の
転
換
が
必
要
と
な
っ

て
い
ま
す
。

身
の
丈
に
あ
っ
た
財
政
規
模

財
政
見
通
し
で
は
、
平
成
20
年
度
に
財
政
規

模
が
縮
小
す
る
も
の
の
、
そ
の
後
の
財
政
規
模

は
増
加
す
る
傾
向
に
あ
り
、
４
年
間
で
約
22
億

円
の
財
源
不
足
が
見
込
ま
れ
ま
す
。

現
状
で
は
、
一
般
財
源
（
市
税
、
地
方
交
付

税
等
）
の
伸
び
は
期
待
し
に
く
い
状
況
に
あ
り

ま
す
。
そ
こ
で
、
市
で
は
経
営
改
革
プ
ラ
ン
に

よ
る
行
革
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
が
、
一
時
的

な
収
支
の
均
衡
の
達
成
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ま

で
の
財
政
構
造
を
改
革
し
、「
身
の
丈
に
あ
っ

た
財
政
規
模
」
と
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

財
政
運
営
の
仕
組
み
を
改
善

財
政
健
全
化
に
向
け
た
財
政
運
営
の
仕
組

み
を
、ど
う
変
え
て
い
く
か
と
い
う
視
点
か
ら
、

「
予
算
編
成
手
法
の
見
直
し
」
と
「
市
債
の
発

行
管
理
」
に
取
り
組
み
ま
す
。

予
算
編
成
手
法
の
改
善
で
は
、
厳
し
い
財
政

状
況
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
限
ら
れ
た
財
源
で
効

率
的
に
創
造
性
を
発
揮
さ
せ
る
た
め
、
重
点

施
策
を
設
定
し
、
新
規
事
業
だ
け
で
な
く
既
存

事
業
も
含
め
体
系
化
さ
せ
ま
す
。

特
に
、
投
資
的
事
業
に
つ
い
て
は
、
精
度
の

高
い
事
業
選
択
や
重
点
的
な
財
源
配
分
を
進

め
る
た
め
に
、
政
策
・
事
業
調
整
会
議
な
ど
、

市
長
の
意
思
決
定
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
機
能
を

強
化
し
ま
す
。
な
お
、
事
業
量
の
確
保
の
観
点

か
ら
、
国
・
県
支
出
金
の
獲
得
に
努
め
ま
す
。

市
債
（
※
５
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
18
年
度
末

に
お
け
る
市
全
体
で
の
市
債
残
高
は
約
459
億

円
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
計
画
的
な
発
行

に
よ
り
市
債
残
高
を
圧
縮
し
て
い
き
ま
す
。

ま
た
、
過
疎
債
や
合
併
特
例
債
な
ど
の
有
利

な
市
債
の
活
用
に
努
め
ま
す
が
、
毎
年
償
還

す
る
公
債
費
（
※
６
）
の
全
て
が
交
付
税
措
置
の

対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。
地
方
交
付
税
が
減

少
傾
向
に
あ
る
現
状
に
お
い
て
は
、
市
債
の
発

行
管
理
に
努
め
る
こ
と
が
財
政
健
全
化
の
重

要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
ま
す
。

そ
の
他
の
財
政
健
全
化
の
対
策
は
？

財
政
規
模
の
縮
小
に
は
、
新
規
事
業
の
選

択
と
い
う
投
資
的
経
費
の
抑
制
を
中
心
に
行

い
ま
す
が
、
そ
の
他
経
費
に
つ
い
て
も
、
類
似

事
業
の
整
理
や
費
用
対
効
果
の
徹
底
を
進
め

る
こ
と
で
「
将
来
を
見
据
え
た
財
政
基
盤
の
確

立
」
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

地
方
財
政
健
全
化
法
と
の
関
係
は
？

本
年
６
月
に
は
、
財
政
再
建
を
早
期
に
促

す
地
方
財
政
健
全
化
法
が
成
立
し
ま
し
た
。

こ
の
法
律
は
平
成
20
年
度
決
算
か
ら
適
用

さ
れ
、
①
実
質
赤
字
比
率
、
②
連
結
実
質
赤
字

比
率
、
③
実
質

公
債
費
比
率
、

④
将
来
負
担
比

率
と
い
う
「
４

つ
の
指
標
」
の

悪
化
の
度
合
い

に
応
じ
「
早
期

健
全
化
団
体
」

ま
た
は
「
財
政

再
生
団
体
」
に

認
定
す
る
こ
と

で
再
建
を
促
す

も
の
で
す
。

な
お
、
こ
れ

ら
の
指
標
の
う

ち
「
実
質
公
債

身の丈にあった財政規模に
長門市中期財政見通し（平成19年度改定版）を作成

費
比
率
」
に
つ
い
て
は
、
自
治
体
財
政
に
占
め

る
借
金
返
済
の
割
合
を
示
す
指
標
と
し
て
、

平
成
18
年
度
か
ら
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
数
値
が
18
％
以
上
に
な
る
と
地
方
債

の
発
行
に
許
可
が
必
要
と
な
り
、
25
％
以
上

で
は
起
債
が
制
限
さ
れ
ま
す
。

長
門
市
の
実
質
公
債
費
比
率
は
？

本
市
の
実
質
公
債
費
比
率
は
、
平
成
17
年
度

決
算
で
14
・
３
％
、
平
成
18
年
度
決
算
で
は

14
・
７
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
計
算
式
で

は
、
標
準
財
政
規
模
（
※
７
）
か
ら
交
付
税
措

置
額
を
除
い
た
も
の
を
分
母
と
し
、
交
付
税
措

置
額
を
除
く
市
債
の
元
利
償
還
金
等
（
下
水

道
等
も
含
む
）
を
分
子
と
し
て
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

財
政
課
財
政
係
　
TEL
23
‐
１
２
５
４


